
「ねんきんネット」に関するお問い合わせは…
��☎０５７０－０５８－５５５（ナビダイヤル） または、 ねんきんネット 検索

「ねんきんネット」をご活用ください︕

24時間
いつでも

パソコン・
スマホで ご自宅で 窓口に行かなくて

いいので便利︕

● 通知書の電子データ送付（e-Tax対応）
・社会保険料（国民年金保険料）控除証明書
・公的年金等の源泉徴収票

● 通知書（電子版）の確認
・ねんきん定期便など

利用登録方法は裏面を
ご確認ください

● 国民年金の加入手続き

● 保険料の納付

● 保険料の免除、納付猶予、学生納付特例の手続き

● 保険料の口座振替手続き
（口座振替を利用すると割引もあります）

国民年金の手続きが
スマホで完結︕

窓口へ手続きに
行く時間がないな

お勤め先を退職したときや保険料を納める
ときにオンラインで手続きができます

国 民 年 金 加 入 者 の 方 へ

将来いくら年金が
もらえるのかな︖

年金見込額の試算、

年金請求の手続きも︕

●年金見込額の試算
将来受け取る年金見込額を確認できます。
（自動計算のほか、収入などの条件設定も可能）

● 年金請求の手続き
老齢年金の請求ができるようになりました︕
（一部の方から順次開始）

年金見込額の試算や年金請求手続きを
オンラインで行えます

通知がオンラインで

受け取れます︕

確定申告を簡単に
できないかな︖

e-Tax対応の通知書データの受け取りや
オンラインで通知書の内容確認ができます
ペーパレス化にぜひご協力ください

年金記録の誤りや保険料の納め忘れが
ないかを確認できます

● 年金の加入月数

● 資格取得・喪失年月日

● 月ごとの納付状況

● 持ち主不明記録の検索

年金記録が
いつでも確認できます︕

今までの記録は
どうなってるかな

② マイナンバーカード

マイナンバーカード受け取り時に設定した
「利用者証明用電子証明書パスワード」

１ ２ ３ ４（例）

③ 数字4桁のパスワード① スマートフォン
連携に

必要なもの

https://myna.go.jp

スマートフォンに
マイナポータルアプリを
インストールしてください。

① マイナポータルアプリを起動し、トップページの「登録・ログイン」を
選択する

② 数字4桁のパスワードを入力する
③ スマートフォンにマイナンバーカードをかざして読み取り開始
④ 読み取りが完了したらログインが完了

▶マイナポータルの利用者登録が完了

マイナポータルの利用者登録
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プ
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マイナポータルからねんきんネットへの連携手続き

① マイナポータルのトップ画面「年金」から
「トップページ（ねんきんネット）」を選択する

② 「連携に同意する」にチェックを入れ、「ねんきんネットと連携」を
選択する

③ 「メールアドレスの登録／変更」からメールアドレスを入力する
▶ マイナポータルとねんきんネットの連携が完了
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「ねんきんネット」に関するよくあるお問い合わせ
に自動でお答えする「ねんきんネット相談チャッ
ト」が、24時間いつでも対応しています。
日本年金機構ホームページのトップ画面「相談
チャット総合窓口」からアクセスしてください。

登録方法や操作にお困りの場合は

■相談チャットで確認 ■お電話で確認（ねんきんネット専用番号）

0570-058-555
050から始まる電話でおかけになる場合は

03-6700-1144

月曜日 午前8時30分から午後7時
火曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日 午前9時30分から午後4時
※土曜日、日曜日、祝日(第2土曜日を除く)、

12月29日から1月3日はご利用いただけません。

■ホームページで確認

https://www.nenkin.go.jp/n_net/

ねんきんネット 検索
スマホでアクセス

ねんきんネットの利用開始

 ねんきんネットの各機能は、左上の「メニュー」から選択する
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ぜひ、ねんきんネットの便利な機能をご利用ください︕

・マイナポータルからねんきんネットへ連携する場合の、初回利用登録が可能な時間帯は、
平日8時から23時までです。
時間帯によっては、連携するまでにお時間を要する場合があります。

・基礎年金番号をお持ちでない等、一部ご利用できない場合があります。

メニュー

登録・ログイン

「ねんきんネット」は「マイナポータル」との連携で簡単に利用できます

2407 1039 001

年金
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公的医療保険制度
加入者の皆様へ

こども・子育て世帯を応援！

子ども・子育て支援金制度が開始します

いつから始まるの？

支援金は令和８年４月分から医療保険料とあわせて拠出いただきますが

実際に徴収が開始する時期は加入する医療保険によって異なります。

※被用者保険に加入している方は給与所得から、年金を受給されている方は年金額から天引きとなります。

なぜ独身者や高齢者も負担する必要があるの？

・子育て支援は、こどもたちが健やかに成長していくためのものであり
そのこどもたちは将来おとなになりこの社会を支える担い手となるため

子育て支援は全ての方にとってメリットがあります。

・そのため、独身者や高齢者も含む全世代や企業の皆様から
拠出いただくこととしております。

こども家庭庁HP

支援金額はどのくらいになるの？

※支援金制度の導入に当たっては、社会保障分野の歳出改革等をあわせて行うこととしており、
国民の皆様に追加のご負担を求めることのない仕組みとしています。

詳しくは、「子ども・子育て支援金に関する試算」をご参照ください

支援金額は加入する医療保険制度や所得に応じて異なりますが、

全ての医療保険制度の加入者で平均すると、

令和10年度で月額 450円（令和８年度は250円）と試算しています。

「子ども・子育て支援金制度」って何？

※支援金が充てられる給付は法定されているため、国会での審議や法改正なしに使い途を増やすことはできません。

・「子ども・子育て支援金制度」は、全世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、

それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、

こどもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。

・支援金は児童手当の拡充など６つの事業に充てられます。

子ども・子育て支援金が充てられる事業
児童手当の拡充

育児時短就業給付

育児期間中の国民年金保険料免除

妊婦のための支援給付

出生後休業支援給付

こども誰でも通園制度

・所得によらず、支給の対象となります。
・支給期間を高校生年代まで延長します。
・ 第３子以降はより手厚く、一人当たり月３万円に大幅増

額します。
・４か月に1回から、２か月に1回の支給になります。

こどもが２歳未満の期間に、時短勤務を選択した場合に、
時短勤務時の賃金の原則10％を支給します。

国民年金の第1号被保険者の方を対象に育児期間中の国民
年金保険料の免除措置を創設します。

「伴走型相談支援」の面談と合わせて、①妊娠届出時に５万
円、②妊娠後期以降に妊娠しているこどもの数×５万円を
支給します。

子の出生直後の一
定期間内に、両親
ともに14日以上の
育児休業を取った
場合、最大２8日間、
手取りの10割相当
を支給します。

この制度は、保育所等に通っていない0歳6か月から満３
歳未満のこどもが時間単位等で柔軟に利用できる制度です。

（こども一人当たり10時間/月）

お問い合わせ 町保健福祉課 保健医療グループ（３５－２１１１）または ご加入の保険者にお問い合わせください。
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